
（参考）児童養護施設等について  

施設類型   
根拠法令   施設の性格   施設数   利用者数   

乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必  

乳児院   
児童福祉法  要のある場合には、幼児を含む。）を入院させて、これを養育し、あ   

第37条   わせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的と  
120か所   3，143人  

する施設。   

保育所   
児童福祉法   日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保   

22，720か所   2，118，352人  
第39条   育することを目的とする施設。   

児童厚生施設   
児童福祉法   児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、   4，718か所  

第40条   又は情操をゆたかにすることを目的とする施設。   （児童館）   

保護者のない児童〈乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保そ  

児童福祉法  の他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）虐待さ  
児童養護施設  

第41条  
れている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを  559か所   30，764人   
養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための  
援助を行うことを目的とする施設。  

情緒障害児  
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ 児童福祉法  
下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者につい  31か所   1，131人   

短期治療施設  第43条の5   て相談その他の援助を行うことを目的とした施設。  

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他  

児童自立  児童福祉法  の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は  

支援施設  も第44条  

保護者の下から通わせて個々の児童の状況に応じて必要な指導を  58か所  1．836人   
行い、その自立を支援し、あわせて退所したものについて相談その  

他の援助を行うことを目的とする施設。  

園 
法 

描か 

【出典】幼稚園：学校基本調査（H19．5．1現在）その他：社会福祉施設等調査報告（H18．10．1現在）  8   
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【数値目模】福祉施設鵬敵地触活への移行  

○施設入所者の地域生活への移行については、平成23年産までに現在の施設入所者（14．6万人）のうち、1．9万人（約13％）が地  

域生活へ移行するとともに、入所待機者の動向等を勘案した結果、現在の施設入所者のうち1．1万人（約7．8％）が削減されることが  

見込まれている。  

【現在（平成17年10月時点）】  【平成23年度末】  
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【数値目標】入院中の退院可能精神障害者の減少目標値  

○退院可能精神障害者については、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者（以下、退院可能精神障害者。）4．9万人  

のうち、平成23年度末までに3，7万人を退院させることが見込まれている。  

を設定していない都道府県  

があり、当該都道府県分を含まない数  
値である。  ※現在の退院可能精神障害者数に  

ついては、各都道府県において独  

自に実態調査を実施しているケー  

スがあるため、調査時点や対象者  

が異なる場合や現在数を記載して  

いない場合がある。  

【平成23年度末】  【現在】   
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【数値目棲】福祉施設かbヰ般就労への移行等  

○一般就労への移行については、平成23年度中に一般就労へ移行する者の数が、平成17年度の一般就労移行実績の約3．9倍に  

なることが見込まれる。また、就労継続支援事業全体の見込主において、その約15％が就労継続支援A型である。  

【現在（平成17年度）】  【平成23年度】  
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l  

；※児童デイ・短期入所・療養介護は含んでいない。  

！※「人日分」＝「月間の利用人数」×「一人一月当たりの平均利用日数」  
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○ 障害福祉サービス関係予算  

＜17年度＞  ＜18年度＞  ＜19年度＞  ＜20年度＞  

3，947億円   4，375億円  4，873億円  5，345億円  

＋10．8％  

○ 障害保健福祉部予算全体  

＋9．7％  ＋11．4％  

＜19年度＞  ＜20年度＞   ＜17年度＞  ＜18年度＞  

7，616億円   
⇒  ⇒  ⇒  

9，700億円  9，094億円   8，225億円  

＋6．7％   ＋8．0％  

○ 厚生労働省予算の伸び  

＋10．6％  

＜17年度＞  ＜19年度＞ → ＜20年度＞  

＋3．0％  

＜18年度＞  →  →  

＋0．6％  ＋2．6％  

○ 政府全体の予算（一般歳出）の伸び  

＜19年度＞ →   ＜20年度＞  

＋0．7％  

＜17年度＞  ＜18年度＞  →  →  

▲1．9％  ＋1．3％  15   




